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国分寺ェリアの「野川整備計画」の早期実現の気運醸成のため

「野川源流スタールj (自慢できる源流のまちへ)開講事業申込書

ぼ分寺ェリアの「野川整備ま1-両」の早期実現の々運醸成のため「野川源流スクールj

(き慢できる源流のまちス)開講事光ヘド記のとおり中込みます。 �
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国分寺ェリアの「野川整備訃画jの早期実現の気運醸成のため

「野川源流スタール」(自慢できる源流のまちへ)開講事業

事業企画書

令和6年10 � 1 5 It

団体名NPO法人まらづくりサボートIぜ分,T':

1を務執行体制の状況

激務運営の全般(訃両*其施*ぼ価)についてはねぷ理すを中心に、お月定例

的に開催する坪事及び担二公巧で構成する掠大理ま会(定例会)において協綴、

決おしている。例別率墓のポ施にあたっては、定例会で協遂・決定した役割分

担に沿って、紫務を分キは(全ゆ総括、キみおのじキけガ、副キほ当など)している。

なお、おとの速絡調整は担y理寧、代及者がキ[ほしている,,

2 事泰への惹欲.熱な

を藥の理め.抱ね夕について

ひド錄した動機、この杯震についての抱夕や考え方など：)

旧分斤ェリアのぼびI整偏デ-朔jの〒.期ま税のぢ運醸成という卜f的は共有して

おり、現に令相4年より提案型協働事紫で3ボ間:起施してきたc

その制ジュュアではせ象校も3 &力、ら4校へ拡人している。授黑ホ容も、ホに

野川だけではなく、ぼ分帝崖線やほ水モ旧分わliの地理.jぜ史を学ぶことにも

つながっている。 �

また、ンニアでは、ボランティアガイドにはioo名を超えるげfRが登錄され、

本寧裏の今後の人きな核:こなりつつあり、な運醸成への第-ホとなゥている。

さらに、木寧霞は卷なる河川整備に留まらず、陶分か市の緑と永と文化財を

生かしたA然翌かな水辺を核とするまちづくりに撃がり、次世代に向けた取り

組みとなろ。

3事業夕施に闇する理解力

本Npoは、ボ成19年～29ザまで、「旧分きボまちづくりセンター！の運営をラ託

しまちづくり条例に嚴づく相談よ援紫を行ってきている,、その中で、景観まちづ

くりとしての、[陶分を百景」の選定やまちの成なちに関わる「旧分ホの新田物語j



巧発刊してきた。

また、1野jll整備訃両jヴソを期ボ現じついては、#く力、ら稀々活、動に收り紺んでき

t会Rには野川流域應絡なや自然再んヒ協議会の姿れもなまれている。従って団

休として、野川については甚本的理解だけでなく、閲速惜報も含十分な知見もイす

している：(教本づくり、授震、講肯ま施、散策案めなどを含め)

4 事黎効ちを高めるための創ばて:人*独創¦あ

ジュニアにおいては、アンケートでも爲かれているが、[家族へも知らせたレ、jな

ど素徵で感想もあり、だ鼠から家庭への広がりも期待されるr,

さらに、莫施校の教職Rの中にはシユア受廉の例も川てきており、それらの教貸

による「源流スクール」の発展、公開授業での保護者-への蔣求も行われるなど、

波及効果も出てきていろ。他投への情報共.ぢもしていきたい。

シュアについては、令和6ボ度よりI野川散策」へのiボランテイアガイドj

ホ川が始まり、今後の拡大が期待される。

5 団化構成gの能力育成

OJTの微ムから、拳宏ボ施を通じて担まボの能力育成を図るとともに、多紫ボ施後

の定例会における狼りねりや、アンケート姑ホを黎考に改善嚴を講じるなど、ス

キルアッアを因ってきた,.

また、経験め伐い担1乾については、シニアの受講、ドホを廉ねた散策も随時ザブ

い、知識の溺養に努めた。(ジュニアでの講師は必要数を碗保できているJ

6毀用の資当性

別紙、「公募智協働ギ驚収タト算きのとおり]

(提案金額：1,230,420 H)
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NPO法人まちづくりサボート国分寺

2007年4月～2017年3月公] 「まちづくりセンタ

-Jの運営

2014年4月～2025年3月公募型協働事業「市職員めNPO研

修jを3団体と受託

2016年国分寺百景ルートMapを刊行、阪売

2017年9月～2018年2月国分寺百景ルートMap 7ルートの

まち歩き

2020年国分寺新田物語の刊行、販売

2021年野川河川整備計画の早期実現に向けた活動

2922年4月～2Q23年3月提案型協働事業「野川源流スタール」

の受託, 運営

2023年4月～2024年3月 ら働事業「野川源流スタール」

の受託, 運営

2024年4月～2025年3月提案型協働事業「野川源流スタールJ

の受託・運営

活



特定非営利括動法人まちづくりサボート国分寺̶

第1章総則
(名称》

第1条こめ法人ほ、特定非営斜括勤法人まちづくりサボート国分寺という。
(事務所》

第2条この法人は、主たる事務所を東京都国分寺市内藤一丁目5番地3 8に置く。
ほ的)

第3条この法人は、広く一鼓市民を対象として、国分寺市まちづくり条例及び国分寺市蒙境基
本条例に則しすこ、ま民と行政との德働によるまちづくりを支援するため、まちづくりに関
する情報提傳, 相談.支援等を行い、住み練けたいまちふるさと国分寺の実提に寄与する
ことを目的とする。

(特定非宮利活動の.)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1》まちづくりの推進を圃る活動

(2) ̶保全を図る活動

(3)以上の活動を行う団体の運営又は括勤に関する違絡、助言又は援助の活動
(事業の穫類》

第5条この法人は、第3条の目的を̶するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業
を行う。

(1)まちづくり及び都市計画等に関する情報の収集・ 業
①まちづくり及び都市計画に関する情報の奴集* m�

(2)まちづくり及̶市計画に関する講査・研究・提案事業
(3)まちづくりに関する相談・支援事業

(4》地方を共団体等からのまちづくりに蘭する業務の受訪事業
(5)まちづくりに関する普及̶事業

①機闇紙、情報誌の発行

②イベント等の開催

第2章会員
(穂別〉

第6条この法人の会員は、次の2穂とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法と
いう。j》上の社員とする。

(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した餌人及び団体
(2)資肋会員この法人の目的に費同して賛助するために入会した値人と団体

(入会)

第7条会員の入会については、特に条件は定めない。

2会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申
し込むものとする。

3理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由伊ない限り、入会を露めなければ
ならなもん



4理事長は、第2項の者の入会を露めないときは、逮やかに、理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及Tお費)

第8条会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第G条会員が、次の各昔の一に該当する̶には、その彙格を喪失する。
(1) ̶届の提出をしたとき。

は》本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) ̶して1年以上会費を̶したとき。

(4》̶されたとき。

(退会》

第10条会員は、理事長力ま別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(畿名》

第11条会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することがで
含る。

(1》この̶に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2龍項の規定により会員を除名しようとする瘍合は、̶の前に当該会員に弁明の機会
を与えなければならない。

(拠出金品の不.)

第12条蔣に紡入した人会金、会費その他の提出金品は、返遺しない。

第3章役員

溜別及び定蹴

第13条この法人に、次の̶を置く。

(1》理事5人以上8人以内

は》監事1人以上2人な内

2理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とする。
(選任等)

第14条理事及び監事は、総会において選任するe

2理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは̶等以内の親族が一
人を想えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及びa等以内の親族が̶の緯数の
3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務》

第15条理事長は、この法人を代表レその業務を総理する。

2謝̶長は、理事長を捕怯し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事
長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3理事は、理事会を構成し、この̶の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法
人の業務を執行する。



4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1》理事の業務執行の拔況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2等の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法
令若しくは.に違反する重大な事実があることを発見した瘍合には、これを総会又
は所轄官庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある̶には、緣会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べること。

(任期等》

第16条役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2捕矢のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任
期の残̶間とする。

3役員は、̶又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。

(欠員捕充》

第17条̶又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを
捕充しなけれぱならない。

(解任》

第18条役員が次の各号の一該当する場合には、総会の̶により、これを解任することができ
る。

《1》も清の故障のため、職務の遂行に壌えないと認められるとき。

2)職務上の義 その他役員としてふさわしくない行為があつたとき。

2前項の規定により役員を解任しようとする堤合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を
与えなければならない。

第19条役員は、その緒数の3分の1以下の範囲内で報酬受けることができる。
2 ̶には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章会議

(種別)

第20条この法人の会議は、総会及■事会の2種とする。

2総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成》

第21条緯会は、正会員をもって構成する。

第22条総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4》事業計画及び収支予算並びにその変更



(5)

(6)役員の選任又は解任、

(7)惜入金(その事業年度弗の收入をもって償還する■借入金を除く。第49条におい
て同じ。)

(8)その他新たな義務の負担及び̶iの放棄

(9)解散における残会財産の撒属

(10)その他運営に関する重要事項

(総会の開催》

第23条通常総会は、每年1回開催する。

2臨時緯会は、次に掲げる瘍合に開催する。

(1》理事会がお要と露め、招集の請求をしtことき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があっ
たとき。

(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集》

第24条緯会は、前条第2項第3号の̶を除いて、理事長が招集する。
2理事長は、前条第2̶1号及び第2等の規定による請求があったときは、その日から
3 0日以内に臨時緯会を招集しなければならない。

3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及ぴ審議事項を記載した書面により、
闘催の日の少なくとも5日前までに̶しなければならない。

(総会の議長》

第25条総会の̶は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)

第26条縛会は、正会員総数の2分の1び上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決》

第27条総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とす
る。

2総会の議事は、この̶に規定するもののぼ力、、出席した正会員の過半数をもって決し
可否同数のときは、議長の決するところによる。

(緯会での表決権等》

第28条各f会員の表決権は平等なものとする。

2やむをえない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につ
いて、書面をもゥてま決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができ
る。 /

3前項の規定により表決した正会貫は、前2条及び̶第1項の適用については、綠会に
出廣したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わること
ができないa

第29条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1》日時及び場所

(2)正会員繕■び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、そ



の数を付記すること。》

(3)蕃議̶

(4)

(5)議事̶名人の選任に関する事項

2 ̶錄には、議長及̶会において還任された議事錄署.名人2名が、記名押印又は署名
しなければならない。

(理事会の構成)

第30条理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能》

第31条理事会は、この̶に別に定める事項のほか、汰の事項を̶する。

(1》総会に付議す’くき事項

(2)緣会の議決した事項の執行に関する事項

(3)入会金及び会資の額

(5)その他総会の請決を要しない業務の執行に関する事項

第32条理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1》理事長が必要と認めたとき。

は》理事緒数の2分の1な上から理̶の目的である事項を記載した書面により招集
の請求があっだとき。

(理事会の招集〉

第33条理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理
事会を招集しなければならない。

3理̶-を招集するときは、会議の日時、瘍所、目的及び審議事項を記載した書面に
より、開催の日の夕なくとも5日前までに通知しなければならない。

、理事長がこれにあたる。

議決事項は、第3 3条3項の規定によってあらかじめ̶した事項とす

第34条 ムら

(理事会の議決》

第35条理̶における貴

るa

2理事会の請事は、理事緯数の過半数をもって決し、可否同数のときは、霞長の決する
ところによる。

第36条各理事の表決権は、平等なものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面をもゥて表決することができる。

3前填の規定により表決した理事は、前条及び̶第1項の適用については、理事会に出
席したものとみなす。

4理̶の鶴決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること
ができなシ、。



第37条理事会の議事については、次の事項を記載した請事錄を作成しなければならない。
(1》日時及び湯所

(2)理事総数、出席者̶び出席者氏名《書面表決者にあっては、その旨を付記する
こと。)

(3)

(4)

(5)鶴事̶名人の還任に関する事項

2醸事録にほ、議長及びその会議において選任された議事録-̶人2名が、記名押印又は
̶しなげればならない。

第5章費産

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目錄に記翁された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う奴入

(6)その他の収入

(資産のぼ分)

第39条この法人の資産は、特定非営利活勤に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)

第40条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定
める。

第6章会計

(会訃の原則)

第4.1条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区◎)

第42条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会訃の1種とする。

(事業年度》

第43条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第44条この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに
理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫走予算》

第筋条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、3

理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することがで
ぎる。

2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第46条予算�又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。



2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

け算の■及び更正)

第47条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、緯会の議決を経て、豚定予算の追加又
は更正をすることができる。

(事業報告及ま算)

第48条この法人の寧業報告、財産目録、貧借対照表及び収支計算書等決算に関する.は、每

事業年度終了後、速やかに、理事長カミ作成し監事の監査を受け、総会の識決を経なけ
ればならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に操り越すものとする。

第49条予算を持ゥて定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権
利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章/まの変更、解歓及び合併

(■の変更》

第50条この法人が̶を変更しようとするときは、総会に出席した正会貴の4分の3以上の多

数による̶を経、力、つ、法第25条第3項に規定する鞍徽な事項を除いて所轄庁の認証
を得なければならない。

(解散)

第51条この法人は、次に掲げる事由によジ解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活勤に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠乏

(4)合併

(55破産手続開始の決定

ぴ》所轄庁による設立の露証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾

を得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の露定を得なければならない。

(残余財産の條属)

第52条この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く 。》したときに残存す

る財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において.した者に譲渡するもの
とする。

(合併)

第53条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3な上の鶴決を

経、力、つ、所轄庁の露証を得なければならない。

第8章',の方法

(―の方法)

第54条この法人の̶ほ、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 満



第S5条この法人に、この法人の事務を̶するため、事務局を設置する。
2事務局には、事務局長及び必要な.を置く。

(職具の任免》

第56条事蓄局長及び職員の̶は、理事長が行う。

第57条事務局の組綠及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章雜則
(細恥

第58条この定款の施行についてだ要な細則は、理 :れを定める。

附則

1

2

この̶は、平成21年3月2 6日から施行するC

この法人の設立当初の役員は、次のとおすj とするf
理事長

副理事d

理事

理

理

理

理

理

監

事

事

事

事

事

事

藤井

須崎

高橋

富田

本田

龍神

保坂

ま本

新保

健史

英夫

和雄

潔

久幸

瑞穂

光枝

執彦

霞樹

3この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の幾定にかかわらず、
この法人の成立の日力、ら平成2 0年5月3 1日までとする。

4この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日力、
ら平成2 0年3月3 1日までとゴ-る。

5この法人の設立当初の事業訃画及び取支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会
の定めるところによる。

6この法人の設立当初の入会金及び会資は、第8条の規定にかかわらず、次に揭げる額と
する。

(1》入会金正会員(個人、団体》 1, 0 0 0円
(2)年会費正会員(個ん団体》 3, ooop?

資肋会員(個人、団体)1口10, 0 00円(1口以上)



令和6年度収支予算計画(案)
(合和6年4月ミ日～令和7年3月31日)

単位:円
レ収入

費 g

会費3,000X12

市との協働事業奴入
他奴入

マ伊t
ザ

t

子算額1
36,0001

1.045.140i

10,000
S65 898

び5ム038

h地奴入は出張講座奴入見込み

V,ホ出

項目 細目

1.まちづくリサボート
■分寺の管理*運営

消耗品等
** ia� �n- �* -�v ・ll1�™ ��- -v� �� Vr WfM

廣甲費

ホームベージ運営費

Npo保險料

計

2'還器塁繁る情̶関係の資料収集およぴ提供

3.まちづくりに関する普
及替発

浩動費(イベント参加等〉
I dU 0 ih. �f � .� p� .� <� **�« n< «

出張講座

協働事藥

他団体との協働

!
計

4そ備費
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i

予算額

4,000

2,000

5,000

24,000

3,000

スフ91

45,791

5,000

20,000

5,000

1.000,000

■001

1,035,090

10,000

(,095,/9'i
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事巣所保険
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